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金融商品取引法違反に対する当社の見解について 

 

当社は、平成 24 年３月 26 日付当社適時開示「金融商品取引法違反容疑による刑事告発および

起訴に関するお知らせ」、平成 24 年３月 30 日付当社適時開示「金融商品取引法違反容疑による

起訴状受領に関するお知らせ」、平成 24 年４月 19 日付当社適時開示「「金融商品取引法第 193

条の３第１項の規定による財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれのある

法令違反等事実の通知」の受領に関するお知らせ」において、「当社および当社役員らは、金融

商品取引法違反（偽計）の犯罪行為を行っていないと考えており、刑事裁判を通じて当社の立場

を説明していく方針をとっております。」と、金融商品取引法違反に対する当社の見解を述べて

おりました。 

その理由は、被告人である当社の代表取締役池田修および元取締役宮永浩明は起訴状記載の公

訴事実にある WEALTH CHIME INDUSTRIAL LIMITED（以下「WCI」とする）と True Honour Group Ltd.

（以下「THG」とする）が実質的に一体であり、当社を含めた三者間で資金が循環していた事実

について、知らなかった旨を繰り返し説明しており、両名に故意がない以上、金融商品取引法違

反（偽計）の犯罪が成立しないと理解していたことによります。 

当社は、本日平成 24 年５月 11 日付当社適時開示「「金融商品取引法第 193 条の３第１項の規

定による財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれのある法令違反等事実の

通知」に対する回答についてのお知らせ」のとおり、WCI と THG が実質的に一体である旨を表明

しております。当社は今後、当社が金融商品取引法違反に該当するか、証拠書類の収集を行うな

ど事実に関する調査を行います。 

以上 

 

■ 本件に関するお問い合わせ先 

株式会社セラーテムテクノロジー IR 担当   TEL: 03-6820-0740  


